
鶴ケ曽根・二丁目地区の情報紙

イラストはイメージです。調整池の予定地は裏面の設計図をご参照ください。



　これらの測量及び杭の設置を行うため、皆様の土地へ立ち入っての作業を実施させ
ていただくことがございます。なお、作業員である委託業者は、市が発行した身分証
明書を携帯しております。
　土地に立ち入る際にはお声掛け、ご不在の際にはご案内の文書をポスティングいた
します。お留守の場合にも測量をさせていただきたく、皆様のご理解とご協力をお願
いいたします。

　出来形確認測量とは、換地処分（事業完了）に向けて、各宅地の面積を確定するた
めの測量です。道路と宅地の官民境界や、隣接宅地との民民境界に金属プレートや石
杭を設置し、宅地の面積確定を行います。

◯◯皆様へのお願い皆様へのお願い

◯◯出来形確認測量とは出来形確認測量とは

　換地処分の予定については、令和８年度末としていましたが、調整池整備の関係に
より令和１０年度末の予定とし、以下のように進めますのでご理解とご協力をお願い
いたします。

①出来形確認測量を進めています

※現段階の予定であり、変更となる可能性もあります。　



（参考：市内における過去の事業の指数１個当たりの単価）

④皆様の土地に清算金が発生します

③町界・町名・地番の変更について

②街路築造工事に伴う街路樹の整備

　本事業の換地処分を迎えると、事業地区内の町界・町名・地番は、新しく整理することと
なります。新しい表記については、地元町会の代表者の方々による検討会や、事業地区内に
お住まいの方々を対象にしたアンケート等を実施し、決定していく予定です。

　本事業では、一定以上の幅員をもつ道路には歩道を計画し、街路樹を植えるスペースを
設けています。今後、樹種の検討を行い、植栽工事を予定しております。そのため、整備に
支障となるものはご移動をいただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。

　清算金とは、皆様の従前の土地と換地との間に生まれる土地評価の差を金銭で精算し、
権利者の皆様の不均衡を解消する仕組みです。徴収清算金と交付清算金の二種類に分か
れます。
　正式な清算金額は換地処分（事業完了）時に決定いたしますが、清算金の有無について
はご確認いただけますので、詳細については、換地担当までお問い合わせください。



事業に対してのご意見、 ご要望がございましたら、 下記までご連絡ください。

問合せ先　　　八潮市　都市整備部　　区画整理課（市役所 ３ 階）

〒３ ４ ０ − ８ ５ ８ ８ 　八潮市中央一丁目２番地 １

℡０ ４ ８ − ９ ９ ６ − ２ １ １ １ （代） 　内線 （換地担当） ４ ６ ０

（補償担当） ８ ８ ３

（工務担当） ３ ５ ０

令和７年度出来形確認測量実施予定箇所

鶴塚児童公園調整池整備箇所


